
市営住宅の入居者募集

2019年度　優良運転者の表彰者を募集します

野焼きは禁止
ごみは燃やさないで

目
報

注
情

募集期間　６月３日（月）～10日（月）
募集住宅・戸数
▷追沢団地C棟・３戸程度
▷追沢団地A棟・２戸程度（バリアフリー仕様のため、高齢者・

障がい者を優先）
申込資格

現在、住宅に困っており、次の条件を満たす方
▷市内に居住または勤務していること
▷現に同居し、または同居しようとする親族があること（入居予

定日から３カ月以内に結婚し、同居する方を含む）
▷入居者全員の所得の合計が一定の基準以内で、市税を完納して

いること
▷申込者および同居しようとする親族が暴力団員でないこと
入居日　７月中旬（予定）
家　賃　入居者全員の所得総額により決定します。
その他　連帯保証人が２人必要です。

　生活環境課（☎�1328）

東濃地区交通安全協会では、次の優良運転者の表彰を行います。受章をご希望の方は、申請をしてください。
必要書類　▷表彰申請書
　　　　　▷無事故・無違反証明書交付
　　　　　　申請書および手数料630円
申込期限　５月31日（金）
受付場所　東濃地区交通安全協会
　　　　　（多治見警察署内）

　東濃地区交通安全協会（☎㉕0241）

野焼きの際に発生するにおいや煙によっ
て「洗濯物が干せない」などの苦情が寄せ
られています。廃棄物（ごみ）を野外で燃
やす「野焼き」は、法律により禁止されて
います。一部の例外規定はありますが、ご
みは燃やさず、指定された集積所に出すか、
環境センターへ持ち込んでください。

野焼き禁止の例外規定（抜粋）
▷農林業を営む上で発生する刈草などの

焼却
▷落ち葉たきなど、日常生活における軽

微な焼却
▷どんど焼きなど、風俗習慣上の行事に

おける焼却

※上記の場合でも、風向きや時間帯に注意
し、周囲に迷惑をかけないよう、近所の
方に声を掛けるなどの最低限のマナーを
守りましょう。

　生活環境課（☎�1328）

種別 運転経験 無事故・無違反
の期間 過去の表彰歴

地区模範章 ５年以上

５年以上

―

県 模 範 章 10年以上 地区模範章受章者

県 優 良 章
15年以上

県模範章受章後２年以上

県 優 秀 章 10年以上 県優良章受章後２年以上

特別優秀章 20年以上 15年以上 県優秀章受章後２年以上

緑十字銅章 ― 無事故10年・
無違反５年 県優秀章または特別優秀章受章者
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